
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター中長期計画

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 35 条の 4 第

1 項の規定に基づき平成 27 年 4 月 1 日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった国立研

究開発法人国立精神・神経医療研究センター中長期目標（以下「中長期目標」という。）を

達成するため、同法第 35 条の 5 の定めるところにより、次のとおり国立研究開発法人国立

精神・神経医療研究センター中長期計画を定める。

平成２７年４月１日

平成２８年２月４日改正

令和２年３月２７日改正

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

理事長 樋口 輝彦

前文

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター（以下「センター」という。）は精神

疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達障害（以下「精神・神経疾患等」という。）

に関して、病院と研究所が一体となり、精神・神経疾患等の克服を目指した研究開発を行い、

その成果をもとに高度・専門的医療を提供するとともに、全国への普及を図ることを目的と

している。あわせて、我が国の抱えている医療政策及び薬物依存対策等の緊急性の高い課題

についても、国内外の機関と連携し、国の医療政策等と一体となって、効果的、効率的に解

決し、成果を国民に示していくことが求められている。

我々が対象とする精神・神経疾患等には難治性で慢性の経過をたどるものが多く、また疾

患の稀少性から診断、治療法等の開発が進みにくいという問題点を抱えている。センターに

課されたミッション遂行のために、基盤研究の成果を臨床現場において検証でき、更にその

検証結果を研究所にフィードバックできるという、病院と研究所が一体となったセンター

の特徴を最大限に生かし、精神・神経疾患等の診断法、治療法、予防法の開発、最新の知見

に基づいた高度かつ専門的な医療の提供、並びにこれらの均てん化を目指す。

更に、医療研究職種間の役割分担と協働に基づく事業の推進を図るなど、我が国の医療及

び精神保健の水準の向上に引き続き貢献するとともに、センターは、事業体として業務運営

の効率化に努めつつ、センターに課せられた使命である研究・開発及び人材育成・輩出、医

療の質の向上に取り組んでいく。

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大臣から指示を受けた平成 27 年 4 月 1 日から令和

3 年 3 月 31 日までの期間におけるセンターが達成すべき業務運営に関する目標を達成する

ための計画を以下のとおり定める。
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第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

１．研究・開発に関する事項

精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって

公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とするセンターにおいて早急又は積極

的に取り組む必要があると考えられる以下の研究開発の成果の最大化を図るため、セ

ンターの持つ資源を活用して重点的に研究開発を行う。

また、「健康・医療戦略」（平成 26 年 7 月 22 日閣議決定）に即して策定された「医

療分野研究開発推進計画」（平成 26 年 7 月 22 日健康・医療戦略推進本部決定）を踏ま

え、精神・神経疾患等に係る質の高い臨床研究及び治験を実施する体制を整備するため、

症例及びバイオリソースの集積性の向上、臨床研究及び治験の手続の効率化、専門家の

育成等に取り組み、研究開発の環境整備を行う。

更に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第

41 条第 1 項に基づき定められた「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確

保するための指針」（平成 26 年 3 月 7 日厚生労働省告示第 65 号）を踏まえ、精神医療

に関する研究を推進するとともに、「自殺総合対策大綱」（平成 29 年 7 月 25 日閣議決

定）を踏まえ、調査研究や医療の提供等に関し、積極的に自殺対策に参画する。

・ 高度かつ専門的な新しい治療法やその他の治療成績向上に資するための研究開

発

・ 難治性・希少性の疾患に関する研究開発

・ 学会等が作成する診療ガイドラインの作成・改訂に資するような研究開発

・ 中長期に渡って継続的に実施する必要のあるコホート研究

（１）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進

研究所と病院の緊密な連携を基本としつつ、国内外の大学・研究機関等との連携

を深め、精神・神経疾患等について、シームレスな研究体制を構築し、「医療分野

研究開発推進計画」等を踏まえ、以下の研究・開発を推進する。成果については、

国内外の医療機関、研究機関、関係学会等のほか、地方公共団体、民間団体等との

連携を図りながら、関係者の支援・人材育成、研究成果の普及につなげる。また、

センターが担う疾患について症例集積性の向上、臨床研究及び治験手続の効率化、

研究者・専門家の育成・確保、臨床研究及び治験の情報公開、治験に要するコスト・

スピード・質の適正化に関して、より一層強化するとともに、First in human（ヒ

トに初めて投与する）試験をはじめとする治験・臨床研究体制を整備し、診療部門

や企業等との連携を図り、これまで以上に治験及び臨床研究につなげる。

① 精神・神経疾患等の本態解明を目指した研究

精神・神経疾患等について、生物学的手法又は心理社会的手法を用いて、発
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症機序や病態の解明につながる研究を引き続き実施する。そのため、必要な科

学技術を取り入れ、遺伝子、蛋白質などの分子レベルから細胞、組織、個体、

社会に至るまでの研究をヒト又は疾患モデル動物等において実施し、精神・神

経疾患等の発症に関わる脳神経回路・機能や病態についての解明を目指す。

② 精神・神経疾患等の実態把握を目指した研究

精神・神経疾患等における罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移に

関する疫学研究等を引き続き推進する。特に精神・神経疾患等に対するバイオ

バンクを活用したエビデンス（証拠、根拠）に基づく医療及びゲノム医療実現

のためのコホート研究並びに精神保健に関する疫学研究は重点的に取り組む。

③ 精神・神経疾患等の新たな予防・診断・治療法の確立や効果的な新規治療薬

の開発及び既存治療薬の適応拡大等を目指した研究

精神・神経疾患等に対する高度先駆的な予防・診断・治療法の開発に資す

る研究を引き続き推進し、その成果に基づく新たな予防・診断・治療法の確

立や効果的な新規治療薬の開発及び既存治療薬の適応拡大を目指した研究

を行う。特に、国民への影響が大きい疾患、難治性精神疾患や神経難病・筋

疾患等の市場が小さく企業による積極的な開発が期待しにくい希少疾患等

について、より積極的に実施する。また、海外では有効性と安全性が検証さ

れているが、国内では未承認の医薬品、医療機器について、治験をはじめと

する臨床研究を引き続き推進する。精神・神経疾患等の患者の社会生活機能

と QOL の改善を目指した新規介入法あるいは既存の治療技術について、必

要に応じて多施設共同研究等を活用して、その有効性と安全性に関する研

究や社会に応用するための研究を引き続き推進する。

重点的に取り組む研究開発は以下のような研究開発が含まれる。

・ 人工核酸医薬品等を用いた、これまで治療薬がなかった筋ジストロ

フィーの治療薬の研究開発

・ 従来の作用機序とは異なる、副作用が少なくかつ成績良好な多発性

硬化症の治療薬の研究開発

・ 他疾患に対する既存薬の多発性硬化症及び視神経脊髄炎への適応

拡大を目的とした研究開発

・ 神経難病における既存の治療法に対する治療反応性の検証による

適正な治療選択法の研究開発

・ バイオマーカー、臨床脳画像等の活用による、パーキンソン病、統

合失調症、うつ病、発達障害等の客観的評価に耐える診断・治療法の

研究開発
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・ 精神疾患の認知・社会機能改善のための治療法の研究開発

④ 均てん化を目指した研究

関係学会等との連携を図り、臨床評価指標（アウトカムメジャー）の開発並

びに診断・治療ガイドライン等の作成及び普及に寄与する研究を引き続き推

進する。

また、精神保健医療福祉政策に資する、精神・神経疾患等に関する正しい理

解と社会参加の促進方策、地域生活を支えるサービス等を提供できる体制づ

くり等に関する研究に取り組み、患者・家族に対する支援の質の向上を図ると

ともに、関係者の支援・人材育成、研究成果の普及を図る。

これらの研究・開発により、医療推進に大きく貢献する研究成果を中長期目

標の期間中に 12 件以上あげる。かかる成果には、精神・神経疾患等に係る本

体解明と治療法の開発、精神・神経疾患等の発症や治療効果の予測に有効な物

質やバイオマーカー、遺伝子異常などの発見、臨床評価指標（アウトカムメジ

ャー）の確立、医薬品や医療機器等における革新的基盤技術の創生数や革新的

な発明件数、医薬品、医療機器、診断・予防法などのトランスレーショナルリ

サーチ実施件数などが含まれる。

また、英文・和文の原著論文及び総説の発表総数を平成 26 年度に比べ 5％

以上増加させる。

（２）実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備

① 研究所と病院等、センター内の連携強化

基礎研究の成果を臨床での実用化に継続的につなげられるよう、また、臨床

で得られた知見に基づいた基礎研究を実施できるよう、トランスレーショナ

ルメディカルセンター等を活用して更なる連携を図る。

② メディカルゲノムセンター（MGC）の機能整備、人材育成、バイオバンクの

充実等による研究基盤の整備・強化

精神・神経疾患等の患者から採取した試料、臨床情報を有効活用し、ゲノム

医療の実現、疾患の病態解明、新規治療法の開発、創薬に向けた研究を推進す

るため、更なるバイオリソースの収集を行うとともに、メディカルゲノムセン

ター（MGC）の機能整備、人材育成等により、詳細な臨床情報が付帯された

良質なバイオリソースを収集・保存するバイオバンク体制のより一層の充実

を図る。また、他の研究機関や企業に対し、個人情報や研究の質等に関する審

査等の手続を経て、これらのバイオリソースを提供するための体制を整備す
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るとともに、精神・神経疾患等について、新たな患者レジストリの構築等によ

り症例集積性の向上を図る。

③ 産学官等との連携強化

ナショナルセンター・バイオバンクネットワークやバイオバンクジャパン

等、センターが有するバイオリソースを活用した産学官との連携を更に推進

し、共同研究を進める。ナショナルセンター・バイオバンクネットワークにお

いては、企業や他の研究機関による治療薬開発等の一層の推進を図る観点か

ら、外部の医療機関からもバイオリソースの収集を行うことを検討するとと

もに、それらを共同研究以外でも外部機関へ提供できる仕組みを構築する。ま

た、筋疾患のネットワークや患者レジストリに加え、診断・治療方法の開発の

基盤として、その他の精神・神経疾患等に関する関連医療機関とのネットワー

クを構築する。

更に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）との人事交流により

薬事戦略相談が可能な人材の確保に努める。また、PMDA にセンターから職

員を派遣して治験や医薬品の安全性の管理等に係る研鑽を積ませ、これらの

業務に従事できる人材育成を推進する。

国内外の大学又は研究機関等と、連携協定の締結による共同研究の実施、合

同シンポジウムの開催及び研修生の派遣等を行うことにより、各領域で行わ

れる研究開発の連携の場に引き続き積極的に参加する。

④ 研究・開発の企画及び評価体制の整備

センターの使命を果たすための研究（研究開発費を含む。）を企画・評価す

るとともに、研究を支援していく体制を更に充実させる。また、競争的研究資

金を財源とする研究開発について、センターのミッションや中長期目標を十

分踏まえ、応募に際し、センターとして取り組むべき研究課題であるかどうか

を審査したうえで、研究課題を選定する仕組みを構築する。

⑤ 知的財産の管理強化及び活用推進

研究者が研究開発早期から利用できる知財コンサルテーションの機能の更

なる強化を行うとともに、知的財産管理、共同研究・受託研究等の審査体制、

契約行為等を行う管理機能を引き続き整備する。

⑥ 臨床研究機能の強化

臨床研究を支援する ARO 機能を強化し、国際水準の臨床研究及び治験を実

施するための体制を整備する。また、多施設共同臨床研究における連携施設や、
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他施設が実施する臨床研究を様々な側面から支援するなど臨床研究及び治験

手続の効率化やスピードの適正化を図る。

更に、First in human（ヒトに初めて投与する）試験をはじめとする治験・

臨床研究実施体制を整備し、研究部門と診療部門、企業等との連携を図り、こ

れまで以上に、より多くの治験・臨床研究を実施する。

⑦ 倫理性・透明性の確保

倫理性・透明性が確保された治験・臨床研究の実施を図るため、倫理委員会

や治験審査委員会、利益相反委員会、モニタリング・監査等の体制の更なる充

実を図るとともに、主要な倫理指針等について引き続き定期的な教育の機会

を設ける。また、センターで実施している治験等の臨床研究について適切に情

報開示するとともに、受診する患者への臨床研究に関する説明及び相談を、組

織的かつ効率的に行う体制を整備する。

以上の実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備により、中長期目標

の期間中に、First in human（ヒトに初めて投与する）試験実施件数、医師主

導治験実施件数、センターの研究開発に基づくものを含む先進医療承認件数

について、合計 6 件以上実施する。

また、学会等が作成する診療ガイドラインへの採用について中長期目標の

期間中に４件以上達成する。

上記（１）及び（２）に関し、世界最高水準の研究開発や医療を目指して、6 つの

国立高度専門医療研究センター（以下「6NC」という。）共通の内部組織として、共同

研究等の推進や産学連携の強化等の研究支援を行うための横断的研究推進組織を設

置し、6NC 間の連携による研究やデータ基盤構築等による新たなイノベーションの創

出に向けた取組を推進する。

また、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、

必要に応じ、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律

第 63 号）に基づく出資並びに人的及び技術的援助の手段を活用する。

２．医療の提供に関する事項

病院の役割については、引き続き医療観察法指定入院医療機関としての機能を果た

した上で、今後策定が予定されている地域医療構想策定ガイドライン等を踏まえた高

度急性期機能等の医療機能を担うとともに国立研究開発法人として、質の高い臨床研

究や治験を実施することで、精神・神経疾患等の新たな予防・診断・治療法等について

エビデンスを構築し、科学的根拠に基づいた高度かつ専門的な医療を提供する。
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精神・神経疾患等の研究成果を活かし、患者の生活の質の向上を目指した全人的な医

療を引き続き提供する。

（１）医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医療、標準化に

資する医療の提供

① 高度・専門的な医療の提供

精神・神経疾患等について、研究部門と密接な連携の元に、国内外の研究成

果を集約し、引き続き先進医療を含む高度・専門的な医療の提供を行う。

特に薬物療法など既存の治療法が効かないうつ病の患者のために、新たな

治療方法として、先進医療制度を活用した反復経頭蓋磁気刺激装置（TMS）を

用いた治療を中長期目標の期間中に 60 人以上に対して行い、薬事承認を得る

ことを目指す。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

精神・神経疾患等に対する医療の標準化を推進するため、引き続き最新の科

学的根拠に基づいた医療の提供を行う。

③ 客観的指標等を用いた医療の質の評価

病院の医療の質や機能の向上を図る観点から、独立行政法人国立病院機構

が活用している臨床評価指標等を参考に、国立高度専門医療研究センターと

して提供することを求められている医療のレベルに見合った臨床評価指標を

独自に策定した上で、医療の質の評価を実施し、その結果を公表する。

（２）患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

① チーム医療の推進

日常的に交流を図り、各医療従事者が専門性を発揮しつつ連携することに

より、患者の治療向上につながる多職種連携かつ診療科横断的なチーム医療

を引き続き推進する。

特に専門疾病センターや医療観察法病棟等において、多職種連携かつ診療

科横断的な活動を推進し、他の医療機関のモデルとなるようなチーム医療の

提供を行う。

② 医療安全管理体制の充実

全職員を対象とした医療安全や感染対策のための研修会を年２回以上開催

し、受講状況を確認するとともに、医療安全管理委員会を月 1 回以上開催す

るなど、医療事故防止、感染管理及び医療機器等の安全管理に引き続き努める。
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また、国立高度専門医療研究センター間において、医療安全管理体制について

の相互チェック、インシデント及びアクシデントの情報共有等を行うことに

より、医療安全管理体制を強化する。

③ 医療観察法対象者及び重症心身障害児（者）への医療の提供

医療観察法における医療においては、研究所と協働し、指定入院・通院医療

機関としてのモデル医療を考案し、対象者に提供する。

重症心身障害児（者）への医療においては、重症心身障害児（者）のために

総合的な機能評価を実施し、その評価結果に基づいた各機能障害に対する専

門的治療を実施する。在宅支援のために、在宅の重症心身障害児（者）に対し

ても、家族のレスパイトも兼ねて短期入院による総合的な機能評価を行う。

④ 患者の自己決定への支援など患者等参加型医療の推進

患者との信頼関係を構築し、患者・家族が治療の選択、決定を医療者ととも

に主体的に行うために必要な説明と情報開示等を適宜行い、引き続き患者・家

族との情報の共有化に努めるとともに、患者等参加型医療及びセルフマネジ

メントの推進の観点から、引き続き患者等の医療に対する理解を支援する機

会の提供に努める。

また、患者の視点に立った医療を提供するため、定期的な患者満足度調査や

日常的な患者・家族の意見収集を行うことで患者ニーズの把握に努め、引き続

き診療内容や業務の改善に活用する。

⑤ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」にお

いて、厚生労働大臣が定めた精神病床の機能分化や精神障害者の居宅等にお

ける保健医療サービスの提供等についての目指すべき基本的な方向性を踏ま

え、入院時から地域ケアを見通した医療の提供を行い、退院後の在宅支援やデ

イケアにおける地域生活支援等のケアマネジメントを通じた精神障害者の地

域生活支援体制を更に強化する。また、精神疾患患者の社会参加を推進するた

めのアウトリーチ型のモデル医療を開発、実践するとともに、全国への普及、

均てん化を図る。

危機介入・病状悪化防止等のため、疾患領域毎の地域連携リストを更に充実

させてネットワーク化を進め、入院から地域ケアまで一貫した重点的な支援

を実施するとともに、他の医療ネットワークと引き続き連携し、他の精神科病

院等からの患者受け入れを更に進める。
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⑥ 効果的かつ効率的な病院運営

効果的かつ効率的に病院運営を行うため、年間の病院の手術件数・病床利用

率・平均在院日数・入院実患者数について、年度計画において数値目標を定め

て取り組む。また、数値目標の実績について、担当疾患に係る割合を分析する

こと等により、国立研究開発法人の病院として適切かつ健全に運営を行うた

めの病床規模等を検討する。

３．人材育成に関する事項

（１）リーダーとして活躍できる人材の育成

国内外の有為な人材の育成拠点となるよう、精神・神経疾患等に対する医療及び

研究（特にトランスレーショナルリサーチ）及び関係政策を推進するにあたり、リ

ーダーとして活躍できる人材の育成を引き続き実施する。このため、臨床研究研修

制度等を活用してレジデント及び流動研究員等への教育を行う。実務者・指導者に

対して、臨床研究に携わる人のための生物統計学講座を毎年度 5 回以上開催する。

（２）モデル的研修・講習の実施

最先端の医療技術を普及することによる医療の均てん化を促進するため、地域

で中核的に診療に携わっている医師等に対して、うつ病、統合失調症やパーキンソ

ン病に対する治療法の研修を実施する。

また、医療従事者等に対する精神・神経疾患等の各種モデル的研修・講習（精神

保健医療に関連する研修、発達障害の早期発見や未診断発達障害成人の医療的対

応、光トポグラフィー等）を引き続き実施する。

４．医療政策の推進等に関する事項

（１）国への政策提言に関する事項

精神・神経疾患等に関する医療政策等の緊急性の高い課題を効果的、効率的に解

決できるよう、国内外での研究成果等を踏まえ、センターとして提言書をとりまと

めた上で専門的な政策提言を行う。

特に危険ドラッグなどについては、依存性・細胞毒性等を評価して科学的データ

を提供するなど国策としての薬物使用の禁止及び制限についての提案（依存性薬

物の指定）を行う。

（２）医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項

① 医療の均てん化に関する事項

関係学会等とも連携してゲノム情報、診療データ、患者レジストリ等を活用

し、研究分野において指導力を発揮するとともに、中核的な医療機関間のネッ
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トワーク化を推進し、高度かつ専門的な医療の普及を図り、医療の標準化に努

める。

特に、医療観察法における医療においては、指定入院医療機関でネットワー

クシステムを構築し、センターが基幹病院となって、医療観察法対象者に対す

る医療提供データを収集・分析し、その結果を提供することで、入院期間の短

縮化や医療提供内容の充実につなげ、医療観察法における医療の均てん化を

目指す。

② 情報の収集及び発信に関する事項

一般市民を対象とした講演会等により、センターの研究成果等を分かりや

すく発信するなど、精神・神経疾患等の科学的根拠に基づく予防、診断及び治

療法等に関する情報提供を積極的に行う。メディアに向けても積極的に情報

を発信する。

また、学会と連携し、診療ガイドラインの作成に更に関与し、ホームページ

を活用すること等により、診療ガイドラインの普及に努める。

（３）公衆衛生上の重大な危害への対応

大規模災害やパンデミック等、公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しよう

としている場合には、引き続き国等の要請に対して迅速かつ適切な対応を行う。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営に関する事項

（１）効率的な業務運営体制

センターとしての使命を果たすことができるよう、引き続き組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、定期的に事務及び事業の評価を行い、役割分担

の明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾力的な組織の再編及び構築を行うなど

人的・物的資源を有効に活用し、更なるガバナンスの強化を目指す。

（２）効率化等による収支改善

センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進め、中長期目標期間を累計

した損益計算において、経常収支率が 100％以上となるよう経営改善に取り組む。

① 給与制度の適正化

給与水準等については、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体

系となるよう継続して見直し、公表する。

また、総人件費について、センターが担う役割、診療報酬上の人員基準に

係る対応等に留意しつつ、政府の方針を踏まえ、適切に取り組むこととする。
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② 共同調達等の推進

事務用消耗品をはじめ、医療機器など実施可能なものについては、国立高

度専門医療研究センター等の間で共同調達等を行うことにより、コスト削

減を図る。

③ 後発医薬品の使用促進

後発医薬品の使用をより促進し、中長期目標期間の最終年度までに数量

シェアで 65％以上とする。

④ 収入の確保

医業未収金については、新規発生の防止に取り組むとともに、督促マニュ

アルに基づき、未収金の管理・回収を適切に実施することにより、平成 26

年度に比して、医業未収金比率の低減に取り組む。

また、診療報酬請求業務については、査定減対策など適正な診療報酬請求

業務を推進し、引き続き収入の確保に努める。

⑤ 一般管理費の削減

一般管理費（人件費、公租公課を除く。）については、平成 26 年度に比

し、中長期目標期間の最終年度において、15％以上の削減を図る。

２．電子化の推進

業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化について、費用対効果を勘案しつつ

引き続き推進する。

また、センターの業務計画（年度計画等）の一つとして、情報セキュリティ対策を位

置づけるなど、政府統一基準群を含む政府機関における情報セキュリティ対策を踏ま

え、情報セキュリティ対策を推進する。

第３ 財務内容の改善に関する事項

「第２ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中長期計画の予算を

作成し、当該予算による運営を実施することにより、中長期目標期間における期首に対する

期末の財務内容の改善を図る。

１．自己収入の増加に関する事項

企業等との治験連携事務局の設置、患者レジストリの構築、GMP 準拠に再構築した

ホットラボ活用による治験・臨床研究体制の強化等により、運営費交付金以外の外部資
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金の積極的な導入に努め、 国立研究開発法人日本医療研究開発機構等からの競争的資

金や企業治験等の外部資金の獲得を更に進める。

２．資産及び負債の管理に関する事項

センターの機能の維持・向上を図りつつ、中・長期的な固定負債（長期借入金の残高）

を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上適切なものとなるよう努める。そのため、

大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還確実性を確保する。

また、第１期における繰越欠損金については、第２の１「効率的な業務運営に関する

事項」に掲げる取組を着実に実施し、中長期目標期間中の累計した損益計算において経

常収支率が 100％以上となるよう経営改善に取り組み、中長期目標の期間中に、繰越欠

損金を第１期中期目標期間の最終年度（平成 26 年度）比で 3.5％削減するよう努める。

なお、繰越欠損金の発生要因等を分析し、可能な限り早期に繰越欠損金を解消するため、

具体的な繰越欠損金解消計画を作成し、公表する。

（１）予 算 別紙１

（２）収支計画 別紙２

（３）資金計画 別紙３

第４ 短期借入金限度額

１．限度額 １，７００百万円

２．想定される理由

（１）運営費交付金の受入遅延等による資金不足への対応

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資金繰り資金の出費への対応

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費増への対応

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処

分に関する計画

なし

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする時はそ

の計画

なし

第７ 剰余金の使途

決算において剰余を生じた場合は、将来の投資（建物等の整備・修繕、医療機器等の購入

等）及び借入金の償還に充てる。
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第８ その他業務運営に関する重要事項

１．法令遵守等内部統制の適切な構築

研究不正など不適切事案に適切に対応するため、組織として研究不正を事前に防止

する取組を強化し、管理責任を明確化するとともに、研究不正が発生した場合、厳正な

対応をとるなどコンプライアンス体制を強化すること等により、内部統制の一層の充

実・強化を図る。

また、契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び透明

性が十分確保される方法により実施するとともに、随意契約の適正化を図る。

なお、研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みの改善を

踏まえ、一般競争入札を原則としつつも、研究開発業務を考慮し、随意契約によること

ができる事由を規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達に

努める。

監査室、監事及び会計監査法人との連携強化を図り、コンプライアンスへの取組を重

点とした内部監査（書面監査、実地監査及び抜き打ち監査）、監事監査（業務監査及び

会計監査）及び外部監査を実施することで、内部統制の一層の充実強化に努める。

更に、中長期目標の期間におけるセンターの重要業務について、リスク評価を行い、

適切にリスク管理を行う。

また、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平

成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局長通知）に基づき業務方法書に定めた事項につい

て、その運用を確実に図る。

更に、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点

から、策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。

２．その他の事項（施設・設備整備、人事の最適化に関する事項を含む）

（１）施設・設備整備に関する計画

中長期目標の期間中に整備する施設・設備整備については、別紙４のとおりとす

る。

（２）積立金の処分に関する事項

積立金は、厚生労働大臣の承認するところにより、将来の投資（建物等の整備・

修繕、医療機器等の購入等）及び借入金の償還に充てる。

（３）人事の最適化

職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させると

ともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度の適切な運用を行う。

また、優秀な人材を持続的に確保する観点から人材の適切な流動性を有した組
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織を構築するため、国、国立病院機構等の独立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を更に進める。医薬品や医療機器の実用化に向けた出口戦略機能

の強化や、新たな視点や発想に基づく研究等の推進のため、独立行政法人医薬品医

療機器総合機構（PMDA）や諸外国を含めた他の施設との人事交流をこれまで以上

に推進するとともに、医療の質の向上及びキャリアアップの観点から、看護師等の

人事交流についても更に推進する。

センターと大学等との間でのクロスアポイントメント制度（センターと大学等

のそれぞれと雇用契約関係を結ぶ等により、各機関の責任の下で業務を行うこと

ができる制度）を導入し、産学官の人材・技術の流動性の向上やセンターと大学間

等の技術シーズの円滑な橋渡しにより、高度かつ専門的な医療技術の研究開発を

推進する。

女性の働きやすい環境を整備するとともに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働きや

すい職場環境の整備に引き続き努める。

良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等の医療従事者について

は、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応するとともに、経営に十分配慮

する。

特に、医師・看護師不足に対する確保対策を引き続き推進するとともに離職防止

や復職支援の対策を講じる。また、幹部職員など専門的な技術を有する者について

は、公募を基本とし、引き続き優秀な人材の確保に努める。技能職については、外

部委託等の推進に努める。

なお、上記については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平

成 20 年法律第 63 号）第 24 条に基づいて策定した「人材活用等に関する方針」に

則って取り組む。

（４）その他の事項

センターのミッションを理解し、ミッションを実現するために立てた本計画に基

づき、具体的な行動に移すことができるように努めるとともに、その成果等について、

一般の国民が理解しやすい方法、内容でホームページ等を用いた情報開示に努める。

ミッションの確認や現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年度

計画の作成等に資するよう、引き続き職員の意見の聴取に努める。

決算検査報告（会計検査院）の指摘も踏まえた見直しを行うほか、「独立行政法人

改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）をはじめとする既

往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施する。
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別紙１

（単位：百万円）

金　額

収入

運営費交付金 23,158

業務収入 56,415

その他収入 2,739

計 82,313

支出

業務経費 78,240

施設整備費 1,200

借入金償還 940

支払利息 184

その他支出 429

計 80,993

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（注２）診療報酬改定は考慮していない。

（注３）給与改定及び物価の変動は考慮していない。

［人件費の見積り］

　期間中総額　46,511百万円を支出する。

　上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関等派遣職員給与に

相当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］

【運営費交付金の算定方法】

　平成２７年度は、業務の実施に要する経費を個々に見積り算出する。平成２８年度以降、これを基礎として以下の算定

ルールにより決定。

【運営費交付金の算定ルール】

　略

中長期計画（平成２７年度から令和２年度）の予算

区　別
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別紙２

（単位：百万円）

金　額

費用の部 86,877

経常費用 83,211

業務費用 82,981

給与費 45,835

材料費 10,354

委託費 7,820

設備関係費 8,354

その他 10,618

財務費用 187

その他経常費用 44

臨時損失 3,665

収益の部 86,950

経常収益 83,329

運営費交付金収益 22,516

資産見返運営費交付金戻入 407

補助金等収益 141

資産見返補助金等戻入 833

寄付金収益 184

資産見返寄付金戻入 154

業務収益 58,641

医業収益 48,719

研修収益 224

研究収益 9,698

土地建物貸与収益 194

宿舎貸与収益 178

その他経常収益 81

臨時利益 3,620

純利益 73

目的積立金取崩額 0

総利益 73

中長期計画（平成２７年度から令和２年度）の予算

区　別

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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別紙３

（単位：百万円）

金　額

資金支出 85,042

業務活動による支出 78,423

研究業務による支出 18,055

臨床研究業務による支出 9,259

診療業務による支出 41,900

教育研修業務による支出 4,328

情報発信業務による支出 695

その他の支出 4,186

投資活動による支出 1,200

財務活動による支出 1,369

次期中長期目標の期間への繰越金 4,050

資金収入 85,042

業務活動による収入 82,313

運営費交付金による収入 23,158

研究業務による収入 4,883

臨床研究業務による収入 2,589

診療業務による収入 48,719

教育研修業務による収入 224

その他の収入 2,739

投資活動による収入 0

財務活動による収入 0

前期よりの繰越金 2,730

中長期計画（平成２７年度から令和２年度）の予算

区　別

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。
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別紙４

区　別
予 定 額

（百万円）
財　源

設備整備

（内訳）

　医療機器更新整備 1,200 自己資金

合　計 1,200

施設・設備に関する計画

　国立精神・神経医療研究センターが担うべき研究及び医療を中長期的に安定し

て実施できるよう、センターの機能の維持・向上の他、費用対効果や財務状況を

総合的に勘案して計画的な整備を行うこととし、毎年の経営状況等を総合的に勘

案し、必要な見直しを行うものとする。

18




